


  

１．2020年度～2022年度のトラヒック状況
（トラヒック・ポンピングにかかる考え方が総務省で整理される以前）

※比較対象のトラヒック傾向として、NTT東西のひかり電話を一般的なベンチマークとして記載









  

２．2023年度以降のトラヒック状況
（トラヒック・ポンピングにかかる考え方が総務省で整理された以降）

※比較対象のトラヒック傾向として、NTT東西のひかり電話を一般的なベンチマークとして記載
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 弊社では、以下３つの時点において、疑義事業者への着信トラヒックの傾向が
大きく変化していることを確認。

① 2023年5月
接続料の算定等に関する研究会（第73回）にて「いわゆる「着信インセンティブ契約」に関する電気通信事業法
の適用についての考え方」（以下、「当該考え方」） の公表

② 2024年6月
「接続料の算定等に関する研究会 第八次報告書（案）」及び 「トラヒック・ポンピングの発生に係る着信インセ
ンティブ契約に関する業務改善命令の適用に関するガイドライン（案）」 （以下、「当該ガイドライン案」）の
公表

③ 2024年9月
「トラヒック・ポンピングの発生に係る着信インセンティブ契約に関する業務改善命令の適用に関するガイドラ
イン」（以下、「当該ガイドライン」）施行

2023年4月以降のau発信トラヒックの状況について












